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指定地域密着型通所介護事業「鳥還荘デイサービスセンター」 

重要事項説明書 

 

 

 

         

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービ

スの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 事業者 

（１） 法人名     社会福祉法人 沼隈福祉会 

（２） 法人所在地   広島県福山市沼隈町大字中山南 265 番地 2 

（３） 電話番号    084－988－1688 

（４） 代表者氏名   理事長 河 野 克 至 

（５） 設立年月日   昭和 61 年 2 月 12 日 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（広島県指定 第 3474300294 号） 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された

方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用

は可能です。 
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２． 事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定地域密着型通所介護事業所 

平成 16 年 4 月 1 日指定 広島県 34743002 号 

（２）事業所の目的  介護保険法令に従いご契約者（利用者）がその有する能力に応じ可能な限

り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としてご   

契約者に地域密着型通所介護サービスを提供します。 

   (３) 事業所の名称  鳥還荘デイサービスセンター 

  （４）事業所の所在地 広島県福山市沼隈町大字中山南 265 番地 2 

  （５）電話番号    084－988－1688 

  （６）事業所長（管理者）氏名  井上 清美 

  （７）当事業所の運営方針  

１． 日常生活における自立支援に努める。 

２． 利用者のニーズに対応できるケアとサービスを提供する。 

３． 職員は常に誠実であり、節度ある態度と公平な対応に心がける。 

４． 利用者や地域社会に常に利用される施設づくりを目指す。 

５．家族や介護者の身体的・精神的負担の軽減をはかる。 

  （８）開設年月    平成 16 年 4 月 1 日 

  （９）利用定員       18 人 

  （10）事業所が行っている他の業務 

    当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

    〔介護老人福祉施設〕     平成 12 年 1 月 26 日指定 広島県第 3474300104 号 

    〔短期入所生活介護〕     平成 12 年 1 月 26 日指定 広島県第 3474300096 号 

    〔介護予防短期入所生活介護〕 平成 18 年 4 月 1 日指定  広島県第 3474300096 号 

    〔居宅介護支援事業〕     平成 12 年 1 月 27 日指定 広島県第 3474300112 号 

    〔介護予防相当通所事業〕   平成 18 年 4 月 1 日指定   広島県第 3474300294 号 

    〔基準緩和型通所事業〕    平成 28 年 6 月 1 日指定  広島県第 3474300294 号 

 

３． 事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域     

福山市（沼隈町・内海町・藤江町・柳津町・金江町・今津町・松永町・赤坂町 

    水呑町・瀬戸町・田尻町・鞆町・熊野町） 

  （２）営業日及営業時間 （平成２６年４月１日から施行） 

営業日 １月４日～１２月３１日 

定休日 毎週日曜日・年始（１月１日～１月３日） 

サービス提供時間 ９：１５～１６：３０ 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 
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４．職員の配置状況 （令和６年４月１日現在） 

当事業所では、ご契約者に対して指定地域密着型通所介護サービス及び指定介護予防相当通所

サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

    １．管理者            １名（特養と兼務） 

    ２．管理栄養士          １名（特養と兼務） 

    ３．事務員            １名（介護士を兼務） 

    ４．看護職員           １名以上 

    ５．機能訓練指導員        １名以上 

６. 生活相談員          １名以上 

    ７．介護職員           ２名以上 

     

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）＊ 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（９割又は７～８割）が介護保険から給付されます。 

 ☆ 加算対象サービスについては利用者ごとの選択制となります。利用するサービスの種類や実施日、 

   実施内容等については、居宅サービス計画に沿い、事業所と利用者で協議したうえで地域密着

型通所介護計画に定めます。 

 

〈サービスの概要〉 

☆共通的サービス 

① 食事の介助（ただし、食事の提供に係る費用は別途お支払いいただきます。） 

・食事の準備、介助を行います。  （食事時間） １２：００ ～ 

・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜

好を考慮して食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

  ②排泄 

    ・ご契約者の排泄の介助を行います。 

③送迎サービス 

    ・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実

施地域外からのご利用の場合は、交通費実費（1ｋｍごとに 30円）をご負担いただきます。 
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〈サービス利用料金（１回当たり）〉（契約書第６条参照） （令和 3年 4月 1日改訂） 

  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を 

 除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度 

 に応じて異なります。） 

  

 ☆ 基本サービス費 （1割負担） 

 
要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

１．ご契約者のサー

ビス利用料金 

7,530 円 

／日  

8,900 円 

／日  

10,320 円 

／日  

11,720 円 

／日   

13,120 円 

／日   

２．介護保険から 

給付される金額 

 れる金額 

6,777 円 

／日  

8,010 円 

／日  

9,288 円 

／日  

10,548 円 

／日   

11,808 円 

／日   

３．自己負担額 

 

額（１－２） 

753 円 

／日  

890 円 

／日  

1,032 円 

／日  

1,172 円 

／日   

1,312 円 

／日   

 

○介護保険対象サービス料金の負担割合 

介護保険対象サービス料金の負担割合は一定以上の所得のある 65 歳以上の方については介護

保険利用者負担が 2割又は 3割になります（64歳以下の方の利用者負担割合は 1割）。 

    負担割合は介護保険負担割合証をご確認下さい。 

 

○当施設は通常サービス提供時間を 7時間以上 8時間未満で提供しています。この所要時間を下回

る計画の場合の基本サービス費は下記の通りとなります。 

サービス 

提供時間 
要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

3時間以上 

  4時間未満 

4,160円 

 ／日 

4,780円 

 ／日 

5,400円 

 ／日 

6,000円 

 ／日 

6,630円 

 ／日 

4時間以上 

  5時間未満 

4,360円 

 ／日 

5,010円 

 ／日 

5,660円 

 ／日 

6,290円 

 ／日 

6,950円 

 ／日 

5時間以上 

  6時間未満 

6,570円 

 ／日 

7,760円 

 ／日 

8,960円 

 ／日 

10,130円 

 ／日 

11,340円 

 ／日 

6時間以上 

  7時間未満 

6,780円 

 ／日 

8,010円 

 ／日 

9,250円 

 ／日 

10,490円 

 ／日 

11,720円 

 ／日 

 

☆ 加算減算となる介護保険対象サービス（以下 1割負担の場合） 

   以下のサービスを利用される場合には、それぞれ料金が上記に加算されます。 
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① 入浴介助加算（Ⅰ）として一日あたり４００円、このうち介護保険からの給付は３６０円、自

己負担額として４０円いただきます。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）として一日あたり５５０円、このうち介護保険からの給付は４９５円、自

己負担額として５５円いただきます。 

③ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イとして一回につき５６０円、このうち介護保険からの給付は５０４

円、自己負担額として５６円いただきます。 

④ 個別機能訓練加算（Ⅱ）として一月あたり２００円、このうち介護保険からの給付は１８０円、 

自己負担額として２０円いただきます。 

⑤ 科学的介護推進体制加算として一月あたり４００円、このうち介護保険からの給付は３６０円、

自己負担額として４０円いただきます。 

⑥ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）として６か月毎に２００円、このうち介護保険からの給

付は１８０円、自己負担額として２０円いただきます。 

⑦  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）として一回につき２２０円、このうち介護保険からの給付は 

１９８円、自己負担額として２２円いただきます。 

  ⑧ 事業所が送迎を行わない場合、送迎減算として片道につき基本サービス費より４７０円を減額、

このうち介護保険へは４２３円、利用者様へは４７円が減額されます。 

  ⑨ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、一日あたり所定単位数の 9.2％に相当する単位数が加算

されます。 

   

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払

いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されま

す（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還

払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

提供証明書」を交付します。 

☆ ご契約者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照） 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更

します。 

 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

 

〈サービスの概要と利用料金〉 

  ①食事の提供にかかる費用 

   ご契約者に提供する食事の材料費や調理等にかかる費用です。 
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     料金：１回あたり７５０円 

  ②複写物の交付 

   ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合

には実費をご負担いただきます。 

     １枚につき   １０円 

  ③日常生活上必要となる諸費用実費 

   日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適

当であるものにかかる費用を負担いただきます。値段は変動する場合があります。 

     紙パンツ代（1枚）・・・ S・Ｍサイズ ６０円・Ｌサイズ ８０円・３Ｌサイズ １５０円 

     装着パッド（1枚）・・・ ２０円 

     大パッド（1枚）・・・ ６００ｃｃ３０円 ８００ｃｃ４０円 １０００ｃｃ６０円 

     洗濯代・・・ ２００円／回  歯ブラシ・・・ １００円 

 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１ヶ月前までに文書でご説明しま

す。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

 前記（１）、（２）の料金・費用は、サービスを利用された月毎の月末〆で集計し、翌月に請求させて 

頂きその後お支払い頂くか、口座引き落とし手続きをされている場合は指定の口座から利用料金の引 

き落としをさせて頂く事になります。利用者様のご都合により送迎担当の職員に預けていただいても 

構いませんが、この場合領収書の発行を後日とさせて頂く事があります。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照） 

 ○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、地域密着型通所介護サービスの利用を中止又は

変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施

日前日までに事業者に申し出てください。 

 ○急な御用時や体調を崩すなどしてお休みされる場合については、前日までか当日午前８時３０分

までにご連絡下さい。 

 ○利用日当日の午前８時３０分までにご連絡がなかった場合、キャンセル料として当日の利用料金

の１０パーセント（自己負担相当額）及び食費をお支払いいただく場合があります。但しご契約

者の急な体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 ○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既

に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 
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 ○サービス利用に伴う送迎の際、利用者の家族が不在の場合に備え、契約時に対応方法など確認さ

せていただきます。 

 ○台風や大雪によっては、状況により営業を中止する場合があります。また利用可能な状況であっ

ても、その後の天候次第で早めに終了する場合があります。 

 

６．苦情の受付について（契約書第２０条参照） 

 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口（担当者） 

     ［職名］  生活相談員（藤野原・寺岡） 

     ［電話］  084－988－1688 

   ○受付時間   １月４日 ～ １２月３１日  ８：３０ ～ １７：３０ 

            但し 毎週日曜日・年始１月１日～１月３日を除く 

また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

  〇福山市介護保険課       084－928－1166 

  〇尾道市高齢者福祉課      0848－38－9137 

  〇広島県国民健康保険団体連合会 

    介護保険課（苦情処理）   082－554－0783 
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（
必
要
な
場
合
） 

（必要な場合） 

 事故発生時の対応 

 事故発生時対応図 

 

               （発見者が）       （発見者が） 

 

 

 

 

                    （発見者） 

        （発見者） 

 

 

                

 

  （必要な場合） 

 

                    

（必要な場合） 

 

 

☆ リスクマネジメントへの取り組みにより事故の阻止、解明、再発防止策を講じます。 

  

                           令和   年  月  日 

指定地域密着型通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 事業所名   鳥還荘デイサービスセンター 

 説明者職氏名                          印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定地域密着型通所介護サービスの提供

に同意しました。 

       利用者住所 

       電話番号   （     ）    ―    

       氏名                       印 

 

       代理人住所 

       氏名                       印 

       続柄     （     ）     

レベル３ 

（レベル２） 

レベル１ 

（レベル２） 

管理者に報告 介護主任・相談員に報告 

事
故
発
生 

発 

見 

日誌者に報告 

処置等必要に応じ看護師に連絡 

家族に報告 

利用者の主治医に報告 

担当事業所に報告する 
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７．重要事項説明付属文書 

 

１．事業所の概要 

（１）建物の構造      鉄筋コンクリート造アルミニューム板葺平家建 

（２）建物の延べ床面積   ３８６．１０㎡ 

 

２．サービス提供における事業者の義務（契約書第９条、第１０条参照） 

 当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

  ①ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

  ②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご 

契約者から聴取、確認します。 

  ③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約者 

又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

  ④ご契約者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者又 

は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ず身体拘束をする場合があります。

その場合には、ご契約者、家族に説明し、同意を得た上で適正な手続により実施するものとし

ます。 

  ⑤ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に

は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な処置を講じます。 

  ⑥事業所及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又は

ご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

   ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身 

等の情報を提供します。 

また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者 

の同意を得ます。 

 

３．サービスの利用に関する留意事項 

  当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保するため、

下記の事項をお守り下さい。 

 

（１）持ち込みの制限＊ 

   利用にあたり、生物（なまもの）等持ち込みが適当でないと職員が判断する物については持ち込

みをお断りする場合があります。なお職員への心付けなどについてはご遠慮させて頂きます。 

 

（２）施設・設備の使用上の注意（契約書第１１条参照） 

  〇施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 
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  〇故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚した

りした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払

いいただく場合があります。 

  〇当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う

ことはできません。 

 

（３）喫煙 

   喫煙希望される際には職員にお申しつけ下さい。 

 

（４）送迎の途中乗車、下車はできません。 

 

４．損害賠償について（契約書第１２条、第１３条参照） 

  当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかに

その損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者のお

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合

があります。 


